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令和 7 年度大分県福祉のまちづくり推進協議会 

次 第 

 

                        日 時 

                         令和 7 年１2 月 22 日（月）1０：00～1１：30 

                        場 所 

                         大分県庁新館５階 ５１会議室 

 

１  開会あいさつ 

 

 

２  議 題 

（１） 「大分県福祉のまちづくり条例」新築等届出状況等について（資料１，２） 

 

（２） 「大分県福祉のまちづくり条例施行規則」について  （資料３） 

 

（３）  福祉のまちづくりに関する取組について   （資料４） 

 

（４）  その他         

 

 

３  閉会あいさつ 
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区分 所属団体 職名 委員氏名 出欠 代理出席者

大分県保育連合会 副会長 武石
タケイシ

　法子
ノリコ

○

大分市ホテル旅館事業協同組合 副組合長 工藤
クドウ

　萌
トモ

緒
オ

×

一般社団法人　大分県身体障害者福祉協会 次長 岩﨑
イワサキ

　恵子
ケイコ

○

公益社団法人　大分県建築士会 支部役員 梅木
ウメキ

　恵美
エミ

○

大分県商工会議所女性会連合会 副会長 木村
キムラ

　キヌヱ ○

一般社団法人　大分県タクシー協会 専務理事 江
エ

熊
グマ

　春彦
ハルヒコ

○

社会福祉法人　大分県聴覚障害者協会 理事 加藤
カトウ

　順子
ジュンコ

○

公益社団法人　大分県精神保健福祉会 事務局員 佐藤
サトウ

　いづみ ○

国立大学法人　大分大学 准教授 柴田
シバタ

　建
ケン

○

公益財団法人　大分県老人クラブ連合会 理事 佐藤
サトウ

　元信
モトノブ

○

社会福祉法人　大分県盲人協会 会長 玉井
タマイ

　和年
カズトシ

○ ※介助者１名

学校法人文理学園　日本文理大学 助教 福田
フクダ

　健
ケン

○

九州旅客鉄道株式会社大分支社 副支社長 川底
カワソコ

　正剛
セイゴウ

○

社会福祉法人　日出町社会福祉協議会 次長 堀
ホリ

　さおり ○

だれもが安心して暮らせる大分県をつくる会 共同代表 宮西
ミヤニシ

　君
キミ

代
ヨ

○ ※介助者１名

一般社団法人　大分県バス協会 専務理事 望月
モチヅキ

　郁男
イクオ

○

ＮＰＯ法人桜ピースワーク 理事長 吉岡
ヨシオカ

　尚美
ナオミ

○

公益社団法人　大分県手をつなぐ育成会 理事 渡辺
ワタナベ

　浩二郎
コウジロウ

○

企画振興部　交通政策局　地域交通・物流対策室 主幹（総括） 西藤　法樹 ○

土木建築部　建設政策課 副主幹 三浦　沙織 ○

土木建築部　建築住宅課 参事（総括） 平　清郎 ○

県警本部　交通規制課 施設兼管制補佐 森 弘俊 ○

福祉保健部　福祉保健企画課
地域共生社会

推進監
吉村　一彦 ○

福祉保健部　福祉保健企画課 主幹（総括） 後藤　辰徳 ○

福祉保健部　福祉保健企画課 主査 山﨑　亮太 ○

大分県福祉のまちづくり推進協議会出席者名簿（五十音順）

委
　
　
　
　
員

県
関
係
課

事
務
局

新

新

新

新

新
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場所：県庁舎新館５階　５１会議室

○

（会長）

大分県保育連合会 大分県建築士会

武 石 委 員 ○ ○ 梅 木 委 員

大分県身体障害者福祉協会 大分県商工会議所女性連合会

岩 﨑 委 員 ○ ○ 木 村 委 員

大分県タクシー協会 大分県聴覚障害者協会

江 熊 委 員 ○ ○ 加 藤 委 員

大分県精神保健福祉会 大分県老人クラブ連合会

佐 藤 （ い ） 委 員 ○ ○ 佐 藤 （ 元 ） 委 員

大分県盲人協会 日本文理大学

玉 井 委 員 ○ ○　手話通訳 ○ 福 田 委 員

○ 手話通訳

だれもが安心して暮らせる大分県をつくる会

玉井委員介助者 ○ ○ 宮 西 委 員

九州旅客鉄道株式会社大分支社

川 底 委 員 ○ ○ 宮西委員の介助者

日出町社会福祉協議会 大分バス協会

堀 委 員 ○ ○ 望 月 委 員

大分県手をつなぐ育成会 ＮＰＯ法人桜ピースワーク

渡 辺 委 員 ○ ○ 吉 岡 委 員

大
分
大
学

令和７年度　大分県福祉のまちづくり推進協議会　配席図

柴

田

委

員

関係課 事務局 事務局

○　　○ ○　　○ ○　　○

関係課 関係課 関係課

○　　○ ○　　○ ○　　○

傍聴席 傍聴席 傍聴席

出

入

口
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大分県福祉のまちづくり推進協議会設置要綱 
 
（趣旨） 
第１条 大分県福祉のまちづくり条例の理念に基づき、高齢者や障がい者を含むす

べての県民が、自由に行動し、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参

加することのできる福祉のまちづくりを推進するため、大分県福祉のまちづくり

推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 
 
 （所掌事項） 
第２条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事項について協議を行う。 
  （１）福祉のまちづくりの総合的な推進に関すること。 
 （２）福祉のまちづくりの普及啓発に関すること。 
 （３）福祉のまちづくりに係る連絡調整に関すること。 
 （４）その他福祉のまちづくりの推進に関して必要と認められる事項に関するこ

と。 
 
（組織） 
第３条 協議会は、別表に掲げる者をもって組織する。 
２ 委員の任期は、２年間とする。ただし、再任を妨げないものとする。 
３ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
（会長） 
第４条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 
２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 
３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した者が、その職務を代理す

る。 
 
（会議） 
第５条 協議会の会議（以下｢会議」という。）は、必要に応じて会長が招集し、

会長が議長となる。 
２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることが

できる。 
 
（専門部会） 
第６条 特定の事項について協議を行うため、協議会に専門部会を置くことができ

る。 
２ 専門部会は、会長がこれを招集する。 
３ 専門部会長は、会長が指名し、専門部会長が専門部会の議長となる。 
 
（庶務） 
第７条 
協議会の庶務は、大分県福祉保健部福祉保健企画課において処理する。 
   付 則 
 この要綱は、平成１５年３月１３日から施行する。 
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（別表） 

大分県福祉のまちづくり推進協議会委員名簿 
                                                    （五十音順） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

機関・団体名 役職 氏名 
大分県保育連合会 
大分市ホテル旅館事業協同組合 
一般社団法人大分県身体障害者福祉協会 
公益社団法人大分県建築士会 
大分県商工会議所女性会連合会 
一般社団法人大分県タクシー協会 
社会福祉法人大分県聴覚障害者協会 
大公益社団法人大分県精神保健福祉会 
国立大学法人大分大学 
公益財団法人大分県老人クラブ連合会 
社会福祉法人大分県盲人協会 
学校法人文理学園 日本文理大学 
九州旅客鉄道株式会社大分支社 
社会福祉法人日出町社会福祉協議会 
だれもが安心して暮らせる大分県をつくる会 
一般社団法人大分県バス協会 
ＮＰＯ法人桜ピースワーク 
公益社団法人大分県手をつなぐ育成会 

副会長 
副組合長 
次長 
支部役員 
副会長 
専務理事 
理事 
事務局員 
准教授 
理事 
会長 
助教 
副支社長 
次長 
共同代表 
専務理事 
理事長 
理事 

武石 法子 
工藤 萌緒 
岩崎 恵子 
梅木 恵美 
木村 キヌヱ 
江藤 春彦 
加藤 順子 
佐藤 いづみ 
柴田 建 
佐藤 元信 
玉井 和年 
福田 健 
川底 正剛 
堀 さおり 
宮西 君代 
望月 郁男 
吉岡 尚美 
渡辺 浩二郎 
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の
促進に関する法律

福祉のまちづくり条例
福祉のまちづくり
条例施行規則

第一章 総則
第１条～第７条
目的、県・市町村・県民・事業者の責務等

第三章 特定施設に係る措置等
第一節 特定施設に係る措置
第12条～第21条

「
施
行
規
則
」全
体
に
お
い
て
、
特
定
施
設
に
関
す
る
基
準
や
手
続
を
規
定

第三章の二
特別特定建築物の建築の規模
・・・1,000㎡以上に引下げ
→条例（特定施設の基準）だけではなく、左記
政令の適合義務発生（建築確認時に審査）

第14条
特別特定建築物（2,000㎡以上の建築

物の一部）は、政令に定める移動等円滑
化基準に適合しなければならない。規模
は条例により引下げ可能。

第三章の三

交通安全特定事業により設置される信号
機等に関する基準

第23条の4～第23条の6

第36条第2項

交通安全特定事業により設置される信
号機等は、規則に定める基準を参酌した
条例に適合しなければならない。

第三章の四
特定道路（県）に関する基準

第23条の7・別表第一

第三章の五
特定公園施設に関する基準

第23条の8・別表第二

第10条第1項

道路管理者は、特定道路・旅客特定車
両停留施設を新設等する際は、条例で定
める基準に適合させなければならない。

第13条第1項

公園管理者等は、特定公園施設の新
設等を行う場合は、条例で定める基準に
適合させなければならない。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信
号機等に関する基準を定める規則

第四章 雑則
第24条～第27条
表彰、特例措置、適用除外等

移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特
定車両停留施設を使用した役務の提供方法に関する
基準を定める省令（国道はこちらに適合）

移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に
関する基準を定める省令

参酌

第二章 福祉のまちづくりに
関する施策

第８条 施策の基本方針
第９条 教育の推進
第10条 県民の意識の高揚等
第11条 財政上の措置

（通称：バリアフリー法）

【概要】

本条例は、福祉のまちづくりに関し、関係者の責務を明らかにするとともに、特定施設（建築物）等を安全かつ容易
に利用できるようにするための措置を講ずることにより、県民の福祉の増進に資することを目的としている。

下記のとおり、法によらず規定している項目（特定施設等）と、法に基づき規定している項目に分かれる。

福祉のまちづくり条例等の体系

参酌

参酌
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大
分

県
福

祉
の

ま
ち

づ
くり

条
例

の
概

要
【目

的
】障

が
い

者
等

が
自

由
に

行
動

し、
あ

らゆ
る

分
野

の
活

動
に

参
加

で
き

る
福

祉
の

ま
ち

づ
くり

の
推

進
→

建
築

物
や

公
共

の
用

に
供

す
る

施
設

（
道

路
等

）
に

つ
い

て
、福

祉
の

ま
ち

づ
くり

条
例

施
行

規
則

に
お

い
て

便
所

等
の

整
備

施
設

ご
とに

基
礎

的
基

準
及

び
誘

導
的

基
準

（
条

例
よ

り詳
細

な
基

準
）

を
別

表
に

明
記

基
礎

的
基

準
︓

安
全

か
つ

容
易

に
利

用
す

る
た

め
に

必
要

な
基

準
（

条
例

第
12

条
第

1項
）

誘
導

的
基

準
︓

安
全

か
つ

容
易

に
利

用
す

る
た

め
の

目
標

とな
る

基
準

（
条

例
第

12
条

第
2項

）

特
定

施
設

（
学

校
・病

院
・道

路
等

）
特

別
特

定
施

設
（

建
築

物
種

類
ご

とに
面

積
要

件
あ

り）

基
礎

的
基

準
へ

の
適

合
に

努
力

義
務

あ
り（

条
例

第
13

条
）

基
礎

的
基

準
へ

の
適

合
義

務
あ

り（
条

例
第

17
条

）

＜
特

別
特

定
施

設
の

例
＞

・学
校

で
あ

れ
ば

1,
00

0㎡
超

・病
院

で
あ

れ
ば

す
べ

て
・ホ

テ
ル

、旅
館

で
あ

れ
ば

1,
00

0㎡
超

・道
路

法
に

規
定

す
る

道
路

で
あ

れ
ば

す
べ

て
等

＜
適

合
証

交
付

＞
（

条
例

第
16

条
第

1項
）

た
だ

し、
基

礎
的

基
準

に
適

合
す

る
場

合
と同

等
以

上
に

安
全

か
つ

容
易

に
利

用
す

る
こと

が
で

き
る

場
合

又
は

構
造

、利
用

の
目

的
、地

形
、敷

地
の

状
況

等
に

よ
り基

礎
的

基
準

に
適

合
さ

せ
る

こと
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

、こ
の

限
りで

な
い

。

適
用

除
外

とし
て

い
る

例
（

対
象

施
設

︓
児

童
福

祉
施

設
）

 
階

段
（

高
齢

者
等

利
用

階
段

に
は

手
す

り等
を

設
け

る
こと

）
→

人
的

介
助

に
よ

り不
要

︓
健

常
な

児
童

の
利

用
が

対
象

の
た

め
支

障
な

し。
支

障
が

生
じる

場
合

は
職

員
が

介
助

 
標

識
（

高
齢

者
等

使
用

便
所

な
どの

付
近

に
便

所
等

の
標

識
を

設
け

る
こと

）
→

施
設

の
特

性
に

よ
り不

要
︓

特
定

の
児

童
が

利
用

す
る

施
設

の
た

め
、標

識
に

よ
る

識
別

の
必

要
な

し
 

案
内

設
備

（
不

特
定

多
数

者
利

用
す

る
建

築
物

等
に

お
け

る
便

所
等

配
置

を
表

示
した

案
内

板
等

の
設

置
）

→
代

替
設

備
と人

的
介

助
に

よ
り不

要
︓

案
内

板
の

代
わ

りに
イン

ター
ホ

ンを
設

置
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うち
全部適合

うち
一部適用除外

うち
不適合

1 学校等 0 0 0 0

2 病院、診療所 15 10 5 0 66.7% 33.3% 0.0%

3 老人保健施設 0 0 0 0

4 劇場等 0 0 0 0

5 集会場等 0 0 0 0

6 展示場 1 0 1 0 0.0% 100.0% 0.0%

7 物販 11 4 7 0 36.4% 63.6% 0.0%

8 ホテル等 5 2 3 0 40.0% 60.0% 0.0%

9 事務所(23除く) 0 0 0 0

10 共同住宅等 13 4 9 0 30.8% 69.2% 0.0%

11 児童・老人福祉施設等 25 7 18 0 28.0% 72.0% 0.0%

12 体育館等 1 0 1 0 0.0% 100.0% 0.0%

13 博物館等 0 0 0 0

14 公衆浴場 0 0 0 0

15 飲食店 0 0 0 0

16 サービス業 0 0 0 0

17 学習塾等 0 0 0 0

18 工場 5 2 3 0 40.0% 60.0% 0.0%

19 停車場等 0 0 0 0

20 自動車車庫 0 0 0 0

21 公衆便所 0 0 0 0

22 火葬場 0 0 0 0

23 官公庁舎 0 0 0 0

24 複合用途建築物 1 0 1 0 0.0% 100.0% 0.0%

77 29 48 0 37.7% 62.3% 0.0%計

○ 面積規模を定めていない「病院、診療所」や「老人福祉施設等」については、適用除外と不適合の割合が多くなっている。
○ なお、不適合の施設については、適合させるよう指導し、従わない場合は県知事による勧告などの手続きをとることが可能。

 新築等届出・適合状況（令和6年度）

用途 届出件数
全部適合
の割合

一部
適用除外
の割合

不適合
の割合
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 基礎的基準の適用除外・不適合項目の状況（令和6年度）

※うち専門性

2 1 (1) 1 -
6 6 (4) - -
2 2 (1) - -

1 1 (1) - -
5 5 (4) - -

8 5 (2) 3 -

19 18 (13) 1 -
16 12 (4) 4 -
11 9 (2) - 2

6 2 (2) 4 -
1 1 - - -

6 6 6 - - -

7 0
- - - -

8 6 (3) 2 -
3 2 (2) 1 -
5 4 - 1 -
1 1 - - -

13 11 (5) 2 -
9 3 3 (3) - -

14 12 (9) 2 -
14 14 (12) - -

11 駐車場 18 16 (7) 2 -
12 標識 14 12 (8) 2 -
13 案内設備 24 23 (12) 1 -
14 案内設備までの経路 18 17 (9) 1 -

0 - - - -
0 - - - -

16 改札口 0 - - - -
17 記載用カウンター 4 4 - - -

2 1 (1) 1 -

1
1 (1) - -

※番号は基礎的基準の項目番号 225 195 (106) 28 2
※不適合項目なしだが、無届施設は２件あり ↑児童・老人福祉施設等のスタッ

フや医療従事者など専門性を有す
る者が介助する場合

20
更衣室又はシャワー
室

  イ 更衣室（１以上の区画） 出入口の幅は内法80cm以上

  ロ シャワー室（１以上の区画）
   出入口の幅は、内法80cm以上、手すり設置、
   高さ40cmから45cmまでの腰掛台を設置

（２）車椅子使用者が利用できる部分

 幅は、80cm以上

 車いす使用者が利用できる記載用カウンターの設置

 車いす使用者用駐車施設を１以上設置

 エレベーター、駐車施設、便所を示す表示設置

 案内板や施設の状況を視聴覚障がい者に示す設備の設置

 案内設備等までの経路に点状ブロック等を敷設

15 客席
（１）劇場等及び集会場等の施設の客席

客室・寝室  車いす使用者が利用しやすい便所、浴室等の設置

10 敷地内通路
（１）段や傾斜路の部分に手すり等の設置

（２）１２０ｃｍ以上の幅、開閉が容易な戸等の設置

特殊な構造又は使用
形態のエレベーター
その他の昇降機

 エレベーター、エスカレーターに係る建設省通知の
   基準で設置
   かごの幅、内法、奥行の大きさ

8 便所

（１）十分な空間の確保や手すり設置

（２）ベビーチェア、ベビーベッド等の設置

（３）床置式小便器、壁掛式小便器等の設置

（４）腰掛式便座の設置

（５）操作が容易な洗面器の設置

5 傾斜路
（１）階段に代替又は併設する傾斜路の設置

（２）高さが75cmを超えるものは高さ75㎝以内ごと
        に踏幅150㎝以上の踊場を設置

エレベーター及びそ
の乗降ロビー

 かごの大きさや鏡、手すり等の設置、乗降ロビーの広さ

3 廊下等

（１）滑りにくい表面とし、段差を示す点状ブロック
        等を敷設
（２）直接地上へ通ずる出入り口の幅は内のり
        １２０ｃｍ以上

4 階段
（１）踊り場に手すり、点状ブロック等を敷設

（２）うち１か所以上は、内のり９０ｃｍ以上

2 出入口

 イ 幅は、内のり８０cm

 ロ 直接地上へ通ずる出入り口の幅は内のり
        ９０ｃｍ以上

 ハ 戸は、容易に開閉できる構造、前後に高低差なし

1 移動等円滑化経路
（１）移動等を円滑化にする経路の設置

（２）階段・段を設けない

項目 基準 適用除外
人的介助 施設の特性に

より不要
利用者の属性

への配慮
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1 学校等

2 病院、診療所 5
廊下(5)、敷地内通路(4)、案内経路
(3)、標識(2)、便所(1)、駐車場(1)、
案内設備(1)

点字ブロック、車椅子転回場所、手すり、案内標
識等の設置

人的支援

3 老人保健施設 0
4 劇場等 0
5 集会場等 0

6 展示場 1 案内設備(1)、案内経路(1) 点字ブロック等の視覚障害者設備の設置他

7 物販 7 案内経路(5)、廊下等(4)、案内設備
(4)、便所(3)他

点字ブロック等の視覚障害者の設備、操作が容易
な洗面器、手すり等の設置

人的支援
施設の特性

8 ホテル等 3 記載用カウンター(3)、階段(2)、
便所(2)、廊下等(1)

踊場の点字ブロック等設置、階段の幅(内法
120cm以上）、車椅子使用者が利用できる措置の
設置

人的支援

9 事務所(23除く) 0

10 共同住宅等 9 階段(14)、駐車場(8)、便所(7)、エレ
ベーター(5)、標識(4)他

階段の内法(120cm以上）、容易に出入（幅80cm
以上）、廊下(幅120cm以上）、駐車施設(幅
135cm以上）、標識設置等

人的支援
施設の特性
利用者の属性
への配慮

11 児童・老人福祉施設等 18
敷地内通路(17)、廊下(11）、案内設備
(11)、便所(10)、案内経路(7)、出入口
(6)、階段(6)、更衣室シャワー(3)他

円滑に利用できる便房の確保、操作が容易な洗面
器設置、手すり、点字ブロック設置、更衣室等の
出入口(幅80cm以上)他

人的支援
施設の特性

12 体育館等 1 便所(2)、経路(1)、階段(1)、敷地内通
路(1)、駐車場(1)、標識(1)

円滑に利用できる便房の確保、操作が容易な洗面
器設置、手すり、点字ブロック設置他

人的支援

13 博物館等 0
14 公衆浴場 0
15 飲食店 0
16 サービス業 0
17 学習塾等 0

18 工場 3 廊下等(5)、便所(5)、階段(3)、傾斜路
(3)、敷地内通路(3)他

移動円滑化経路(幅120cm以上、50m毎に車椅子
回転可）、滑りにくい素材、手すり、回り階段で
ない、十分な広さの便房設置他

施設の特性
人的支援

19 停車場等 0
20 自動車車庫 0
21 公衆便所 0
22 火葬場 0

23 官公庁舎 0

24 複合用途建築物 1 案内設備(1)、案内経路(1) 点字ブロック等の視覚障害者設備の設置他 人的支援

48計

 適用除外の内容と対応状況（6年度）

用途
うち

一部適用除
外

主な適用除外対象整備項目 適用除外となった主な基準 対応
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Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

1 学校等 0 0 0 2 2 1 0 40.0% 40.0% 100.0%

2 病院、診療所 7 3 10 6 9 5 5 50.0% 27.3% 58.8% 85.7% 60.0% 41.7% 33.3%

3 老人保健施設 0 0 0 0 1 0 0 100.0%

4 劇場等 0 0 0 0 0 0 0

5 集会場等 0 2 0 0 0 0 0 100.0%

6 展示場 0 0 0 0 0 0 1 100.0%

7 物販 2 1 3 2 3 6 7 25.0% 25.0% 100.0% 18.2% 25.0% 46.2% 63.6%

8 ホテル等 3 5 1 1 2 1 3 60.0% 50.0% 100.0% 50.0% 66.7% 100.0% 60.0%

9 事務所(23除く) 0 0 3 0 0 0 0 100.0%

10 共同住宅等 3 7 0 4 5 4 9 42.9% 87.5% 44.4% 83.3% 66.7% 69.2%

11 児童・老人福祉施設等 26 23 31 18 25 22 18 50.0% 51.1% 59.6% 48.6% 59.5% 66.7% 72.0%

12 体育館等 0 0 0 0 0 0 1 100.0%

13 博物館等 0 0 0 0 0 0 0

14 公衆浴場 0 0 0 0 1 0 0 100.0%

15 飲食店 0 0 0 0 0 0 0

16 サービス業 0 0 0 0 0 0 0

17 学習塾等 0 0 0 0 1 0 0 100.0%

18 工場 3 3 1 1 2 2 3 33.3% 75.0% 100.0% 50.0% 66.7% 66.7% 60.0%

19 停車場等 0 0 0 0 0 0 0

20 自動車車庫 0 0 0 0 0 0 0

21 公衆便所 0 0 0 0 0 0 0

22 火葬場 0 0 0 0 0 0 0

23 官公庁舎 0 0 0 0 0 1 0

24 複合用途建築物 0 0 0 0 0 2 1 50.0% 100.0%

44 44 49 34 51 44 48 44.9% 50.6% 62.8% 43.0% 53.1% 54.3% 62.3%

〇R5に比べ、R6については適用除外の件数、割合ともに増加

〇施設の規模に制限のない児童・老人福祉施設、病院・診療所の適用除外が多く、制限のある共同住宅や物品販売業を営む店舗も増加傾向

適用除外の推移

用途
適用除外件数 適用除外の割合

計
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70
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適用除外の推移

− 件数（件）

（件）
（％）

− 割合（％）
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令和６年度新築等の届出（福祉施設および病院・診療所の面積抜粋）

新築等
の部分

その他
の部分

1 病院 4,097.84 238.76 3,859.08 ○
2 歯科診療所 199.67 4.64 195.03 ×
3 診療所（患者収容施設なし） 460.50 460.50 ○
4 保育所 900.75 900.75 ○
5 老人福祉施設 1,733.83 1,733.83 ×
6 診療所（住宅付） 1,153.56 1,153.56 ×
7 保育所 454.17 454.17 ○
8 診療所 133.68 133.68 ○
9 児童発達支援事業所 153.50 153.50 ×

10 ヘルパーステーション 133.73 133.73 ○
11 病院 5,852.37 5,852.37 ○
12 児童発達支援事業所 164.70 164.70 ×
13 診療所 537.67 537.67 ○
14 診療所（無床） 233.13 233.13 ○
15 病院 2,420.50 2,420.50 ○
16 有料老人ホーム 999.01 999.01 ×
17 障害者支援施設 4,157.36 1,704.55 2,452.81 ○
18 診療所 385.63 385.63 ×
19 放課後等デイサービス 336.08 336.08 ×
20 就労支援施設 97.50 97.50 ×
21 有料老人ホーム 760.06 136.90 623.16 ×
22 障害者グループホーム 306.72 306.72 ×
23 特別養護老人ホーム 1,370.54 1,370.54 ×
24 保育所 105.48 105.48 ×
25 中津市 診療所 333.58 333.58 ○
26 保育所 102.68 102.68 ×
27 保育所 422.77 422.77 ×
28 児童発達支援・放課後デイサービス 260.81 260.81 ×
29 診療所・病児保育 971.55 971.55 ×
30 障害者支援施設 254.31 43.03 211.28 ×
31 保育所 305.72 305.72 ×
32 保育所 780.44 66.72 713.72 ○
33 認定こども園・子育て支援センター 462.35 462.35 ○
34 障害者支援施設 3,848.47 66.29 3,782.18 ○
35 大分土木 障害者支援施設 4,756.25 4,756.25 ×
36 歯科診療所 181.50 181.50 ○
37 病院 6,111.31 6,111.31 ○
38 老人ホーム 437.65 437.65 ×
39 住宅型老人ホーム 198.32 198.32 ×
40 診療所（患者収容施設なし） 220.70 220.70 ×

適合 17
【施設累計ごとの内訳】 不適合 23

適合の
有無

日田土木

臼杵土木

大分市

別府市

日田市

宇佐市

別府土木

施設区分受付者№
延べ床面積
合計（㎡）

延べ床面積
の範囲（㎡）

Ⅰ 病院 4 4 0 - 0%
Ⅱ 診療所 11 6 5 199.67～1,153.56 45%
Ⅲ 老人福祉施設 7 1 6 133.73～1,733.83 86%
Ⅳ 障害者支援施設 6 2 4 97.30～4,756.25 67%
Ⅴ 保育所・認定こども園 8 4 4 102.68～900.75 50%
Ⅵ 児童発達支援事業所 3 0 3 153.50～260.81 100%
Ⅶ 放課後等デイサービス 1 0 1 336.08 100%

計 40 17 23 - -

不適合
割合

届出数
（件数）

適合
（件数）

不適合
（件数）
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大分県福祉のまちづくり条例第１７条ただし書（特別特定施設設置者

の措置についての適用除外）に係る留意事項（案） 

 
大分県福祉のまちづくり条例（以下「条例」という。）第 17 条ただし書において、基礎的

基準に適合する場合と同等以上に安全かつ容易に利用できる場合などには、基礎的基準の

適用除外が認められることとなっています。 
適用除外は、条例の趣旨に合致する範囲で認められる必要がありますが、個別具体的なケ

ースに対して条例・規則等で一律に規定することが困難なため、以下のとおり考え方を示す

こととしましたので、今後の申請手続においてご留意ください。 
 
１ 「基礎的基準に適合する場合と同等以上に安全かつ容易に利用することがで

きる場合」について 

  

 条例第 17 条ただし書「基礎的基準に適合する場合と同等以上に安全かつ容易に利用する

ことができる場合」とは、①人的対応や②設備の設置による措置等が考えられ、例えば次の

ようなものが考えられます。 

 なお、基礎的基準については、高齢者、障がい者等が自力で目的の場所に到達するために

定めたハード面での整備基準であり、原則として段差の解消やスロープを設置せず、車いす

を何人かで運び上げてもらうような対応のみでは心理的負担を伴うため、人的対応による

代替措置としては認められませんので、ご留意ください。 

 
① 人的対応による措置（例） 
 ・廊下、階段等に点状ブロックを敷設すると、当該施設を利用する高齢者等が転倒するお

それがあるなど、視覚障がい者以外の高齢者や障がい者等の円滑な利用に支障がある

ため、移動等円滑化経路を構成する出入口でのインターホン設置や、受付から入口を見

渡せるようにするなどの対策を講じたうえで、人的な対応を行う場合。 
 
② 設備による代替措置（例） 

・エレベーターの籠の大きさは基準を満たさず、車いすの転回に支障があるものの、籠の

前後に扉があるエレベーターを設置する場合。 
・昇降機の設置の代わりに、高齢者、障がい者等に配慮したエスカレーターを設置した場

合。 
 
２ 「構造、利用の目的、地形、敷地の状況等により基礎的基準に適合させることが  

困難な場合」について 

 

条例第 17条ただし書「構造、利用の目的、地形、敷地の状況等により基礎的基準に適

合させることが困難である場合」とは、例えば以下のような例が考えられます。 
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① 施設の構造により適合が困難と認められるもの（例） 

・増築等で、増築部分は整備基準に適合しているが、既存部分の改修が構造上困難であ

り、増築部分への経路が一部整備できない場合。 

・増改築において、構造耐力上エレベーターの設置が困難である場合。 

・木製の階段で、必要最小限の突き出し部分があるが、足が引っかかりにくいように、

段鼻の下端の角部分を丸くする、あるいは、段鼻の下部にテーパーを設けるなどの配

慮をしている場合。 

・敷地の状況、建築物の構造それぞれを考えた場合は不可能ではないが、理由が重なり

整備が不可能である場合。 

・用途変更、大規模な修繕若しくは模様替えに係るもので、工事を行わない部分につい

て基準に適合していない場合。 

 

② 利用の目的により適合が困難と認められるもの（例） 

・文化財や歴史的価値があるものについて、改善等を施すと著しく当該施設の存在意義を

損なう場合。 

・衛生面の問題から、便所内の便房と洗面の空間に段を設ける場合。 

 

③ 地形、敷地の状況により適合が困難と認められるもの（例） 

・傾斜地に立地しているため、敷地内通路の縦断勾配が非常にきつくなってしまう場合。 

・傾斜地に立地していて建物出入口までの敷地内通路の通行は段差があり困難だが、地下

駐車場までは容易にアプローチでき、エレベーターにより建物が利用できる場合。 

 

３ 条例１７条ただし書により適用除外とされた場合の取り扱い 

 

条例第 17 条ただし書に規定する「基礎的基準に適合する場合と同等以上に安全かつ容易

に利用することができる場合」には、代替措置が講じられていることによって基礎的基準に

適合しているものとみなされ、適合証の交付が受けられます。 

一方、同条に規定する「構造、利用の目的、地形、敷地の状況等により基礎的基準に適合

させることが困難である場合」については、当該状況により基礎的基準に適合することが著

しく困難な場合に限って、基礎的基準への適合を免除されるものです。この場合、当該施設

は条例には適合しているものの、基礎的基準には適合していないため、適合証の交付を受け

られませんのでご留意ください。 

 

４ その他 

 

 条例は、高齢者、障がい者、妊産婦、傷病者など、日常生活や社会生活において身体の機

能上の制限等を受ける多くの人たちが、自由に行動し、あらゆる分野の活動に参加すること

ができる福祉のまちづくりを進めていくことを目的として制定され、目的達成に必要なハ

ード整備の基礎的基準を定めているものであり、条例第 17条ただし書による適用除外はあ

くまでもやむを得ない場合の例外的措置であることにご留意ください。 
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福
祉

の
ま
ち
づ
く
り
条

例
施
行

規
則
の
改

正
（案

）に
つ
い
て

Ⅰ
バ

リ
ア
フ
リ
ー
法

の
政

令
改

正
（令

和
7
年

6
月
1
日

施
行

）の
内

容

•
国

の
施

行
令

は
、
建

築
物

の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
義

務
基
準

を
具

体
的

に
強

化
（特

に
、
「
ト
イ
レ
」・

「駐
車

場
」・

「劇
場

等
の
客

席
」）

•
代

表
的

な
変

更
は
、
「
車

椅
子

使
用

者
用

便
房

（
車
椅
子

ト
イ
レ
）
を
原

則
と
し
て
『
便

所
を
設
け
る
階

ご
と
に
1
箇

所
以

上
』
設

け
る
」
等

※
県

規
則

は
、
条

例
と
し
て
基

礎
的

基
準

・
誘

導
的

基
準

（
別

表
）
で
具

体
的

な
寸

法
・配

置
・設

備
等

を
定

め
て
い
る
が
、
国

の
令

改
正

を
そ
の
ま
ま
自

動
的

に
上

書
き
す
る
も
の
で
は
な
く
、
両

者
の
関

係
で
は
国

の
義

務
基

準
が
上

位
で
あ
り
、
地

方
規

則
は
国

基
準

に
合

わ
せ
る
か
、
よ
り
厳

し
い
基

準
を
定

め
る
形

と
な
る
。

改
正

内
容

現
在

の
「
建

築
物

に
１
以

上
の
設

置
」
か
ら
「
原

則
と
し
て
建

築
物

の
階

ご
と
（
各

階
）
に
1
箇

所
以

上
車

椅
子

使
用

者
用

便
房

を
設

け
る
」
に
変

更
車

椅
子

使
用

者
用

便
房

（
車

椅
子

ト
イ
レ
）

現
在

の
「
建

築
物

に
１
以

上
の
設

置
」
か
ら
「
駐

車
施

設
の
数

に
応

じ
、
一

定
数

（
＊

）
以

上
」
の
車

椅
子

使
用

者
用

駐
車

施
設

設
置

を
義

務
化

＊
例

：
駐

車
台

数
2
0
0
台

以
下

→
2
％

以
上

、
2
0
0
台

超
→

1
％

＋
2
以

上
駐

車
場

（
車

椅
子

使
用

者
用

駐
車

ス
ペ
ー
ス
）

「
座

席
数

が
4
0
0
以

下
→

2
以

上
、
4
0
0
超

→
座

席
数

の
0
.5

％
以

上
」
の
車

椅
子

使
用

者
用

ス
ペ
ー
ス
設

置
義

務
を
創

設
劇

場
等

の
客

席
（
車

椅
子

使
用

者
用

ス
ペ
ー
ス
）

Ⅱ
県

規
則

改
正

の
方

針
（案

）

•
国

の
令

改
正

の
基

準
が
引

き
上

げ
ら
れ
た
た
め
、
令

の
改

正
内

容
を
原

則
県

規
則

に
反

映
さ
せ
る
と
と
も
に
、
県

独
自

で
規

定
し
て

い
る
基

準
は
そ
の
ま
ま
残

す
方

針
。

⇒
県

規
則

の
別

表
２
（
基

礎
的

基
準

）
や
別

表
３
（
誘

導
的

基
準

）
を
、
国

の
令

改
正

や
告

示
を
踏

ま
え
て
改
正

。

県
規

則
国

の
施

行
令

別
表

で
「
特

別
特

定
施

設
」
等

の
対

象
施

設
、
床

面
積

等
を
床

面
積

1
,0

0
0
㎡

又
は

3
,0

0
0
㎡

な
ど
に
引

き
下

げ
て
適

用
し
て
い
る
。
（
例

：
劇

場
・
集

会
場

な
ど
1
,0

0
0
㎡

超
）

国
法

令
で
は
特

別
特

定
建

築
物

に
つ
い
て
床

面
積

2
,0

0
0
㎡

以
上

等
が
基

本
適

用
対

象
／

規
模

基
準

「
基

礎
的

基
準

（
必

要
と
な
る
）
」
と
あ
わ
せ
て
「
誘

導
的

基
準

（
目

標
と
な
る
基

準
）
」
を
条

例
施

行
規

則
の
別

表
第

2
，
3
に
規

定
国

令
改

正
は
「
義

務
基

準
」
を
強

化
す
る
も
の
で
、
法

的
拘

束
力

が
高

い
適

合
義

務
を
明

確
化

義
務

／
目

標
の
性

質

【
国

の
施

行
令

と
県

規
則

と
の
関

係
】

【
国

の
主

な
改
正

内
容

】

Ⅲ
県

規
則

施
行

日
（予

定
）

令
和

８
年

４
月

１
日
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車
椅
子
使
用
者
用
【
便
房
】
に
つ
い
て
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車
椅
子
使
用
者
用
【
駐
車
施
設
】
に
つ
い
て
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車
椅
子
使
用
者
用
【
客
席
】
に
つ
い
て
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大
分

県
福

祉
の
ま
ち
づ

く
り
条

例
施

行
規

則
に
お
け
る
主

な
改

正
項

目
の

概
要

［
便

所
］

誘
導

的
基

準
基

礎
的

基
準

改
正
後

現
行

別
表
第
三

改
正
後

現
行

別
表
第
二

多
数

の
者

が
利

用
す

る
便

所
内

に
、
車

椅
子

利
用

者
用

便
房

を
1
以

上
設

け
る
こ
と

多
数

の
者

が
利

用
す

る
便

所
を
設

け
る
階

に
あ
っ
て
は

、
車

椅
子

利
用

者
用

便
房

を
、

以
下

の
基

準
に

適
合

す
る

便
所

を
設

け
る
こ
と

７
便
所

（
第
1
号
）

不
特

定
か

つ
多

数
の

者
等

が
利

用
す

る
便

所
は

、
原

則
、
不

特
定

多
数

の
者

等
が

利
用

す
る

階
の

数
以

上
を
設

置

不
特

定
か

つ
多

数
の

者
等

が
利

用
す

る
便

所
の

設
置

に
あ
た
り
、
そ
の

う
ち

1
以

上
の

便
所

内
に

車
い

す
使

用
者

用
便

房
を
１
以

上
設

置

８
便
所

（
第
1
号
）

車
椅

子
使

用
者

用
便

房
は

、
多

数
の

者
が

利
用

す
る

便
所

内
又

は
当

該
便

所
に

近
接

す
る

位
置

に
１
箇

所
以

上
を
設

置

・
階

の
便

房
総

数
2
0
0
以

下
：
そ

の
総

数
×
1
/5

0
以

上 ・
階

の
便

房
総

数
2
0
0
超

：
そ
の

総
数

×
1
/1

0
0
+
2
以

上

７
便
所

（
第
1
号
イ
（
イ
）
）

不
特

定
多

数
の

者
等

が
利

用
す
る

部
分

の
床

面
積

が
1
0
,0

0
0
㎡

超
の

階
（
大

規
模

階
）
を

有
す
る
場

合
、

1
0
,0

0
0
㎡

～
4
0
,0

0
0

㎡
以

下
：
2
か
所
以

上
等

（
新

設
）

８
便
所

（
第
2
号
イ
）

不
特

定
多

数
の

者
等

が
利

用
す
る

部
分

の
床

面
積

が
1
,0

0
0
㎡

未
満

の
階

（
小

規
模

階
）
を

有
す
る
場

合
、

小
規

模
階

の
床

面
積

の
合

計
が

1
,0

0
0
㎡

に
達

す
る

毎
に
1
箇

所
以

上
等

（
新

設
）

８
便
所

（
第
２
号
ハ
（
ニ
）
）

2
号

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、
1
号

の
規

定
に
よ
り
設

け
る

便
所

の
う

ち
1
以

上
に
は

、
高

齢
者

、
障

害
者

等
が

円
滑

に
利

用
す

る
こ
と

が
で

き
る

構
造

の
水

洗
器

具
を

設
け

た
便

房
を

1
以

上
を
設

置

（
新

設
）

８
便
所

（
第
3
号
）
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大
分

県
福

祉
の
ま
ち
づ

く
り
条

例
施

行
規

則
に
お
け
る
主

な
改

正
項

目
の

概
要

［
駐

車
場
］

誘
導

的
基

準
基

礎
的

基
準

改
正
後

現
行

別
表
第
三

改
正
後

現
行

別
表
第
二

多
数

の
者

が
利

用
す

る
駐

車
場

に
は

、
当

該
駐

車
場

の
駐

車
施

設
の

数
に

1
0
0
分

の
2
を

乗
じ

て
得

た
数

以
上

の
車

椅
子

使
用

者
用

駐
車

施
設

を
設

け
る
こ
と
。

※
同

一
敷

地
内

に
複

数
の

駐
車

場
を

設
け

る
場

合
は
、
駐

車
施

設
の

総
数

に
対

し
て

必
要

な
車

椅
子

使
用

者
用

駐
車

施
設

の
数

を
算

定
す
る
。

多
数

の
者

が
利

用
す

る
駐

車
場

に
は

、
当

該
駐

車
場

の
全

駐
車

台
数

が
2
0
0
以

下
の

場
合

は
当

該
駐

車
台

数
に

5
0
分

の
1
を

乗
じ
て

得
た

数
以

上
、
全

駐
車

台
数

が
2
0
0
を

超
え
る

場
合

は
当

該
駐

車
台

数
に

１
％

を
乗

じ
て
得

た
数

に
２
を
加

え
た

数
以

上
の

車
椅

子
使

用
者

用
駐

車
施

設
を

設
け

る
こ
と
。

1
0

駐
車
場

（
第
1
号
）

不
特

定
多

数
の

者
等

が
利

用
す

る
駐

車
場

に
は

、
原

則
、
駐

車
施

設
の

数
に

対
す

る
割

合
で

定
め

る
数

以
上

の
車

椅
子

使
用

者
用

駐
車

施
設

を
設

け
る
。

た
だ

し
、
出

入
口

の
部

分
に

車
椅

子
使

用
者

が
円

滑
に

自
動

車
に

乗
降

す
る

こ
と
が

可
能

な
場

所
が

設
け

ら
れ

て
い

る
機

械
式

駐
車

場
を

車
椅

子
使

用
者

用
駐

車
施

設
と

し
て

設
け

る
こ

と
も
可

能

不
特

定
か

つ
多

数
の

者
が

利
用

し
、
又

は
主

と
し

て
高

齢
者

、
障

害
者

等
が

利
用

す
る

駐
車

場
を

設
け

る
場

合
に

は
、
そ

の
う
ち
1
以

上
に

、
車

椅
子

使
用

者
用

駐
車

施
設

を
1
以

上
設

け
る
こ
と
。

1
1
駐
車
場

（
第
1
号
）

出
入

口
の

部
分

に
車

椅
子

使
用

者
が

円
滑

に
自

動
車

に
乗

降
す

る
こ

と
が

可
能

な
場

所
が

設
け

ら
れ

て
い

る
機

械
式

駐
車

場
を

車
椅

子
使

用
者

用
駐

車
施

設
と

し
て

設
け
る
こ
と
も
可

能

（
新

設
）

1
0

駐
車
場

（
第
1
号

た
だ
し
書
き
）

出
入

口
の

部
分

に
車

椅
子

使
用

者
が

円
滑

に
自

動
車

に
乗

降
す

る
こ
と

が
可

能
な

場
所

が
設

け
ら
れ

て
い

る
機

械
式

駐
車

場
を

車
椅

子
使

用
者

用
駐

車
施

設
と

し
て
設

け
る
こ
と
も
可

能

（
新

設
）

1
1
駐
車
場

（
第
1
号

た
だ
し
書
き
）

イ
：
駐

車
施

設
の

総
数

が
2
0
0
以

下
の

場
合

２
％

以
上 ロ

：
駐

車
施

設
の

総
数

が
2
0
1
以

上
の

場
合

１
％

＋
２
以

上
※

同
一

敷
地

内
に

複
数

の
駐

車
場

を
設

け
る

場
合

は
、

駐
車

施
設

の
総

数
に

対
し

て
必

要
な

車
椅

子
使

用
者

用
駐

車
施

設
の

数
を

算
定

。

（
新

設
）

1
1
駐
車
場

（
第
1
号
イ
ロ
）
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大
分

県
福

祉
の
ま
ち
づ

く
り
条

例
施

行
規

則
に
お
け
る
主

な
改

正
項

目
の

概
要

［
客

席
］

誘
導

的
基

準
基

礎
的

基
準

改
正
後

現
行

別
表
第
三

改
正
後

現
行

別
表
第
二

車
椅

子
使

用
者

が
利

用
で

き
る

部
分

を
次

に
定

め
る

数
以

上
設

け
る

こ
と
。

・
1
0
0
席

以
下
：
2

・
1
0
0
席

超
～

2
0
0
席

以
下

：
客

席
数

×
2
/
1
0
0

・
2
0
0
席

超
～

2
,0

0
0

席
以

下
：

客
席

数
×
1
/
1
0
0
＋

2
・
2
,0

0
0
席

超
～

：
客

席
数

×
7
5
/
1
0
,0

0
0
+
7

車
椅

子
使

用
者

が
利

用
で

き
る

部
分

を
次

に
定

め
る

数
以

上
設

け
る
こ
と
。

・
1
0
0
席

以
下
：
１

・
1
0
0
席

超
～

4
0
0
席

以
下

：
2

・
4
0
0
席

超
：
2
＋

4
0
0
席

を
超

え
る

席
数

2
0
0
席

ご
と
に
1

1
4

客
席

（
第
1
号
）

車
椅

子
使

用
者

が
利

用
で

き
る

部
分

を
次

に
定

め
る

数
以

上
設

け
る
こ
と
。

・
4
0
0
席

以
下
：
2

・
4
0
0

席
超

：
客

席
数

×
1
/
2
0
0

車
椅

子
使

用
者

が
利

用
で

き
る

部
分

を
次

に
定

め
る

数
以

上
設

け
る

こ
と
。

・
1
0
0
席

以
下
：
１

・
1
0
0
席

超
～

4
0
0
席

以
下

：
2

・
4
0
0
席

超
：
2
＋

4
0
0

席
を

超
え
る
席

数
2
0
0

席
ご
と
に
1

1
5

客
席

（
第
1
号
）

車
椅

子
使

用
者

が
利

用
す
る
こ
と
が

で
き
る
部

分
は

劇
場

等
の

客
席

に
設

け
る

座
席

の
数

が
2
0
0

を
超

え
る

場
合

に
は

、
2

か
所

以
上

に
分

散
し
て

設
け
る
こ
と
。

（
新

設
）

1
5

客
席

（
第
2
号
）

車
椅

子
使

用
者

が
利

用
す

る
こ
と
が

で
き
る
部

分
1
に

つ
き

幅
9
0
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル

以
上

、
奥

行
き

1
3
5
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

上
と
す
る

こ
と
。

車
椅

子
使

用
者

が
利

用
す

る
こ
と

が
で

き
る

部
分

1
に

つ
き

幅
8
5
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル

以
上

、
奥

行
き
1
1
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上

と
す
る
こ
と
。

1
5

客
席

（
第
2
号
ロ
）

ハ
車

椅
子

使
用

者
が

舞
台

等
を

容
易

に
視

認
で

き
る
構

造
と
す
る
こ
と
。

ニ
同

伴
者

用
の

座
席

又
は

ス
ペ

ー
ス

を
車

椅
子

使
用

者
が

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

部
分

に
隣

接
し
て
設

け
る
こ
と
。

（
新

設
）

1
5

客
席

（
第
3
号
ハ
ニ
）
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大
分

あ
っ

た
か

・
は

ー
と

駐
車

場
利

用
証

制
度

障
が

い
の

あ
る

方
や

介
護

の
必

要
な

方
な

ど
、

歩
行

困
難

な
方

に
利

用
証

を
交

付
し

、
協

力
駐

車
場

で
の

利
用

を
可

能
と

す
る

た
め

、
平

成
23

年
12

月
か

ら
開

始
。

目
的

目
的

事
業

概
要

事
業

概
要

○
県

庁
や

各
保

健
所

で
受

付
・

交
付

（
協

力
市

町
村

、
県

・
市

町
村

社
協

で
も

受
付

）
○

相
互

利
用

可
（

４
４

府
県

）

＜
協

力
施

設
・

区
画

数
の

推
移

＞

期
限

あ
り

期
限

な
し

利
用

証
の

種
類

妊
産

婦
け

が
人

障
が

い
者

要
介

護
者

難
病

患
者

車
い

す
使

用
者

交
付

対
象

者

47
,0

31
枚

令
和

６
年

度
末

時
点

の
累

計
交

付
枚

数
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・令
和

５
年

度
に

、「
別

府
・大

分
バ

リア
フリ

ー
ツア

ー
セ

ン
ター

」（
＊

）
が

運
用

す
る

バ
リア

フリ
ー

マ
ップ

に
、大

分
バ

リア
フリ

ー
マ

ップ
を

統
合

し、
全

市
町

村
を

対
象

とし
た

ペ
ー

ジ
に

リニ
ュー

ア
ル

・県
内

の
バ

リア
フリ

ー
や

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イン
に

配
慮

され
た

施
設

情
報

を
提

供
す

る
「お

お
い

た
ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
デ

ザ
イ

ン
マ

ップ
」と

して
運

用

＊
別

府
市

と大
分

市
の

バ
リア

フリ
ー

対
応

施
設

を
紹

介
す

る
た

め
、N

PO
法

人
自

立
支

援
セ

ン
ター

お
お

い
た

が
ウ

ェブ
上

で
運

営

お
お

い
た

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

マ
ップ

＜
リン

ク先
Q

Rコ
ー

ド＞

（
＊

参
照

U
RL

ht
tp
s:/

/o
ita

-u
dm

ap
.jp

/）

✓
車

い
す

旅
行

者
も

、
ア

ク
セ

ス
し

や
す

い
！

✓
「

目
的

」
で

探
せ

て
、

写
真

で
見

や
す

い
！

✓
英

語
、

中
国

語
２

種
、

韓
国

語
に

対
応

✓
本

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
で

リ
ン

ク
先

を
掲

載
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※ 上記資料等ある場合は提出してください。

電話番号

担当者名

担当部局・課名

R8年度実施予定事業
　R8年度に実施予定の当協議会に合致する事業（バリアフリー、ユニバーサルデザイン関連等）について記載して
ください。

2

R7年度実施事業
　R7年度に実施した当協議会に合致する事業（バリアフリー、ユニバーサルデザイン関連等）について記載してく
ださい。※実施予定含む

1

その他
　その他報告することがあれば記載してください。

3

097-506-2153（内線2157）

令和7年度大分県福祉のまちづくり推進協議会にかかる報告事項について

交通政策局地域交通・物流対策室

濱口　涼輔

○地方バス路線維持対策費（車両減価償却費補助）
　【事業内容】
　　ノンステップバス・ワンステップバスの購入に係る減価償却費をバス事業者に対して助成する。
　　補助率１/２（対象限度額：ノンステップバス 7,500千円、ワンステップバス 6,500千円）
　【７年度導入予定】
　　ノンステップバス ２台

○地方バス路線維持対策費（車両減価償却費補助）
　【事業内容】
　　ノンステップバス・ワンステップバスの購入に係る減価償却費をバス事業者に対して助成する。
　　補助率１/２（対象限度額：ノンステップバス 7,500千円、ワンステップバス 6,500千円）
　【８年度導入予定】
　　ノンステップバス ２台
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車
両

減
価

償
却

費

補
助

金
の

交
付

イ
メ

ー
ジ

（
減

価
償

却
費

）

バ
ス

会
社
Aが

、
地

域
間

幹
線

系
統

の
B系

統
の

運
行

に
使

用
す

る
バ

ス
車

両
の

更
新

の
た

め
、

ノ
ン

ス
テ

ッ
プ

バ
ス

を
８

月
に

約
２

，
０

０
０

万
円

で
購

入

〈
補

助
対

象
経

費
額

〉
車

両
購

入
費

、
付

属
品

〈
補

助
対

象
限

度
額

〉
１
,５０

０
万

円
（
ノ

ン
ス

テ
ッ

プ
バ

ス
）

〈
償

却
方

法
（
償

却
率

）
〉

定
率

法
（
残

存
価

格
×
0．
4）

に
よ

り
5年

間
で

償
却

〈
補

助
額

〉

【
算

定
式

】

１
２

月

減
価

償
却

費
×

減
価

償
却

率
×

使
用

月
数

初
年

度
２

年
目

３
年

目
４

年
目

５
年

目
６

年
目

※
年

度
途

中
に

購
入

し
た

場
合

は
、

６
年

間
に

わ
た

っ
て

補
助

25
万

円

29
0万

円

17
4万

円

10
4.4

万
円

78
.3万

円
78
.3万

円
合

計
７

５
０

万
円

を
補

助

15
00

万
円

×
0．
4×

1
12

×
1/
2＝

25
万

円
14
50

万
円

×
0．
4×

12
12

×
1/
2＝

29
0万

円

【
初

年
度

（
1月

分
）
】

【
２

年
目

（
12

月
分

）
】

-27-



※ 上記資料等ある場合は提出してください。

令和7年度大分県福祉のまちづくり推進協議会にかかる報告事項について

土木建築部　建設政策課

三浦　沙織

・共生のまち整備事業（詳細は別添資料参照）

・共生のまち整備事業（継続）

電話番号

担当者名

担当部局・課名

R8年度実施予定事業
　R8年度に実施予定の当協議会に合致する事業（バリアフリー、ユニバーサルデザイン関連等）について記載して
ください。

2

R7年度実施事業
　R7年度に実施した当協議会に合致する事業（バリアフリー、ユニバーサルデザイン関連等）について記載してく
ださい。※実施予定含む

1

その他
　その他報告することがあれば記載してください。

3

097-506-4561（内線4562）

・特になし
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・目的

・施工例（令和６年度）

・令和７年度　事業内容及び事業費

　①歩道等改良　　　C=47,000千円
　　・県道 鉄輪亀川線　歩道改修（段差等解消、視覚障がい者用誘導標示の更新）（別府市）
　　・県道 宇佐本耶馬渓線　歩道改修（視覚障がい者用誘導標示の更新等）（宇佐市）　　など 計10路線
　②県有施設改修　　C=24,000千円
　　・産業科学技術センター（トイレ洋式化）（大分市）
　　・豊後高田警察署（ベビーシート設置等）（豊後高田市）  　　　 　                    　　　など 計  5箇所
　③交通環境整備　　C=9,000千円
　　・歩行者用信号機の視覚障がい者用音響装置等整備(大分市、別府市、中津市等)     　　など 計  9箇所
　          ※令和８年度も本事業を継続して実施し、各施設のバリアフリー化を進める。

      共生のまち整備事業について

　高齢者や障がい者などを含む全ての県民が行動面で障壁がなく自由に行動し、社会・経済・文化等あらゆる分野の
活動に参加することができるように、県が管理する既存の公共施設において、歩道等の改良、県有施設の改修、交通
環境の整備などのバリアフリー化等を推進する事業。

全体事業費　　 　C=80,000千円

・アスファルト舗装に

改修し、凸凹を解消

・わかりやすい色の

点字ラインに更新

・タイル舗装が凸凹

・点字ラインが暗く

分かりにくい

県道 鉄輪亀川線（別府市：別府医療センター付近）【カラー舗装の整備＆視覚障がい者用誘導標示の設置】

【整備前】 【整備後】

県道 宇佐本耶馬渓線（宇佐市：上田～法鏡寺）【舗装、視覚障がい者用誘導標示の設置】

【整備後】【整備前】

・段差解消

・点字ライン更新

ハーモニーパークなど【ベビーシート設置、ベビーチェア設置、トイレ洋式化など】

ベビーシート

ベビーチェアを設置

（ハーモニーパーク）

【整備後】 【整備後】

トイレ洋式化

（県庁舎本館１階男子便所）

・歩道に段差あり

・点字ラインが摩耗

破損個所があり

補修が必要
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※ 上記資料等ある場合は提出してください。

令和7年度大分県福祉のまちづくり推進協議会にかかる報告事項について

大分県警察本部　交通規制課

中野千鶴【協議会出席者：交通管制官 德永 茂】

音響信号機の整備
　　大分中央署管内　「盲学校南」　　　　更新
　　　　　　　　　　「都町１丁目」　　　更新
　　　　　　　　　　「ハローワーク西」　更新
　　　　　　　　　　「中央町入口」　　　更新
　　別府署管内　　　「流川通り」　　　　更新
　　　　　　　　　　「グローバルタワー」更新
　　　　　　　　　　「別府公園北」　　　更新
　　中津署管内　　　「中津文化会館先」　更新
　　佐伯署管内　　　「大手前交差点」　　新設

音響信号機の整備
　　大分中央署管内　「大分城址公園前」　更新
　　大分東署管内　　「西鶴崎2丁目」　　 新設
　　豊後高田署管内　「高田中央病院前」　更新
　　日田署管内　　　「淡窓１丁目」　　　更新
　　豊後大野署管内　「市役所入口」　　　更新

電話番号

担当者名

担当部局・課名

R8年度実施予定事業
　R8年度に実施予定の当協議会に合致する事業（バリアフリー、ユニバーサルデザイン関連等）について記載して
ください。

2

R7年度実施事業
　R7年度に実施した当協議会に合致する事業（バリアフリー、ユニバーサルデザイン関連等）について記載してく
ださい。※実施予定含む

1

その他
　その他報告することがあれば記載してください。

3

097-536-2131【内線711-602】
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　令和７年度　音響信号機整備予定箇所

　令和７年度　音響信号機整備予定箇所

大分中央警察署管内

大分中央警察署管内

音響信号機更新
ハローワーク西

音響信号機更新
盲学校南

音響信号機更新
中央町入口

音響信号機更新
都町１丁目
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　令和７年度　音響信号機整備予定箇所

別府警察署管内

別府警察署管内

中津警察署管内

音響信号機更新
別府公園

音響信号機更新
グローバルタワー

音響信号機更新
流川通り
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佐伯警察署管内

音響信号機更新
中津文化会館先

音響信号機新設
大手前交差点
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　令和８年度　音響信号機整備予定箇所

大分中央警察署管内

大分東警察署管内

音響信号機新設
西鶴崎２丁目

音響信号機更新
大分城址公園前

鶴崎駅

乙津橋
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　令和８年度　音響信号機整備予定箇所

豊後高田警察署管内

日田警察署管内

音響信号機更新
高田中央病院前

高田中央病院

音響信号機更新
淡窓１丁目

日田駅

咸宜小学校

日田市役所
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　令和８年度　音響信号機整備予定箇所

豊後大野警察署管内

豊後大野

市役所

音響信号機更新

市場

三重
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